
税務相談の現場から事業者への税金アドバイス！ 税理士法人 東京シティ税理士事務所

期間限定で納税負担を一律2割とする特例があります。

10月1日からインボイスのために課税事業者になりました。
何か負担を軽減するような特例はありますか？

免税事業者から課税事業者になるとそれまでは存在しなかった納税・事務負担が増えて
しまいますが、⼀定期間だけは負担を軽減する措置が設けられています。この特例を使
うことで、計算が簡単になるだけでなく、原則計算・簡易課税とこの特例の有利な⽅を
選ぶことで納税負担の軽減にもつながります。ただし、適用できる事業者に要件がある
ので自身が適用対象者なのかしっかり確認しましょう。

電話・面接相談
新宿相談所（新宿三井ビル33階）

横浜相談所（横浜スカイビル20階）

東京日本橋相談所（ビジネスエアポート日本橋内）

TEL︓03-3344-3301
Mail︓ask@tokyocity.co.jp
ご利用時間09:30〜17:30

税理⼠︓蔦 浩⼀
大学を卒業後税務署に32年勤務し、
主に所得税畑を歩んできました。
得意分野は資産税（相続税・
不動産税務）です。皆様が抱える
お悩みについて解決するお手伝い
をさせていただけます。

編集担当︓小牟田 純子

計算例 税込売上880万円の場合
880万円×10/110×20％＝16万円

注意点
この特例の対象は、令和5年10月1日からイ
ンボイス発⾏事業者の登録により課税事業
者となる場合で、基準期間の課税売上高が1
千万円以下の事業者が対象です。従前から
課税事業者である場合などは対象外となり
ますので注意してください。

× 10／110 × 20％ ＝ 納税額課税売上額

1、計算方法

2、適用できる期間
令和5年10月1⽇から令和8年9月30⽇までの⽇の属する各課税期間

(税込)


